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地域密着型介護老人福祉施設 アットホーム板付 利用料 

 

（１）法定給付 

区   分 利   用   料 

法定代理受領の場合 
 介護報酬の告示上の額 

施設介護サービス費１割～３割（一定以上所得者） 

法定代理受領でない場合 

 介護報酬の告示上の額 

（施設介護サービスの基準額に同じ） 

次頁の料金表に従い、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

額を除いた金額（自己負担額）と居住費、食費の合計金額をお支払いいただきます。 

サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。また、端数処理の関

係などにより誤差が生じることがあります。 

 

● 令和８年６月から 

 ※ 以下の表は通常算定する内容となります。 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護費 

７１３円 

682単位 

７８７円 

753単位 

８６６円 

828単位 

９４２円 

901単位 

１,０１５円 

971単位 

日常生活継続支援加算 ４８円／日（46単位） 

看護体制加算（Ⅰ）イ １３円／日（12単位） 

看護体制加算（Ⅱ）イ ２４円／日（23単位） 

協力医療機関連携加算 ５３円／月（50単位） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １４円／月（13単位） 

排泄支援加算（Ⅰ） １１円／月（10単位） 

自立支援促進加算 ２９３円／月（280単位） 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５３円／月（50単位） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１円／月（10単位） 

介護職員等処遇改善加算Ⅰロ 

（17.6％） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
144 円／日 
（137 単位） 

156 円／日 
（149 単位） 

170 円／日 
（162 単位） 

183 円／日 
（175 単位） 

197 円／日 
（188 単位） 

食費内訳 
１，６５０円／日 

※但し別表１のとおり所得段階により負担額が異なります 

居住費 
２，０６６円／日 

※但し別表１のとおり所得段階により負担額が異なります 

※この表は、介護保険負担割合証に記載されている１割負担の方の例です。 
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※以下の表は、施設の体制の変化に伴い算定される加算、及び個別に取り組みを要す方が対象

となり算定される加算の一覧となります。（１割負担の方の例） 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ ４８円／日 46単位 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ １９円／日 18単位 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １０５円／3月に 1回 100単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２１１円／月 200単位 

ADL 維持等加算（Ⅰ） ３２円／月 30単位 

ADL 維持等加算（Ⅱ） ６３円／月 60単位 

若年性認知症利用者受入加算 １２６円／日 120単位 

外泊時費用加算 ２５７円／日 246単位 

初期加算 ３２円／日 30単位 

退所時栄養情報連携加算 ７４円／回 70単位 

再入所時栄養連携加算 ２０９円／再入所時１回限り 200単位 

退所時情報提供加算 ２６２円／回 250単位 

栄養マネジメント強化加算 １２円／日 11単位 

経口維持加算（Ⅰ） ４１８円／月 400単位 

経口維持加算（Ⅱ） １０５円／月 100単位 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９４円／月 90単位 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１５円／月 110単位 

療養食加算 ７円／回 6単位 

特別通院送迎加算 ６２１円／月 594単位 

配置医師緊急時対応加算 

通常の勤務時間外 ３４０円／回 

早朝・夜間の場合 ６８０円／回 

深夜の場合  １，３５９円／回 

325単位 

650単位 

1,300単位 

看取り介護体制加算（Ⅱ） 

死亡日３１日前～４５日以下 ７６円／日 

死亡日３０日前～４日前  １５１円／日 

死亡日前々日・前日    ８１６円／日 

死亡日        １，６５２円／日 

72単位 

144単位 

780単位 

1,580単位 

排泄支援加算（Ⅱ） １６円／月 15単位 

排泄支援加算（Ⅲ） ２１円／月 20単位 

安全対策体制加算 ２１円／入居時１回限り 20単位 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １１円／月 10単位 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ６円／月 5単位 

新興感染症等施設療養費 ２５１円／日（月 1回連続 5日を限度） 240単位 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０５円／月 100単位 
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※１ 上記記載の介護保険自己負担額は、「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護費」として算定されます。 

※２ ご入居者がまだ要介護認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をい

ったんお支払いいただきます。要介護認定をうけた後、自己負担額を除く全額が介護保

険から払い戻されます。償還払いとなる場合、ご入居者が保険給付の申請を行うために

必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※３ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、変更月の１日に

さかのぼって、ご入居者の負担額を変更します。 

※４ 経口維持加算・療養食加算は嘱託医の診断と指示が必要です。 

※５ ご利用料金については、ご入居者、世帯の所得に応じて減額される制度もございます。 

※６ ご入居者が入院又は外泊をされた場合には、６日間（月をまたがる場合は最大１２日

間）ついて、下記のご利用料金・居住費を徴収させていただきます。 

減免対象者（第２～第３段階）の方は、外泊時費用算定時は通常の負担限度額をお支払

いいただきます。 

外泊時費用（入院時含む） 日  額 

１．サービス利用料金 ２，５７０円 

２．うち介護保険から給付される金額 ２，３１３円 

３．自己負担額（１－２）   ２５７円 

 

４．居住費 

 

２段階の方 ８８０円 

３段階の方 １，３７０円 

４段階の方 ２，０６６円 

 

別表１ ≪特定入所者介護サービス費～居住費と食費の負担軽減～≫＊申請にて認定された方 

利用者負担段階：収入等の要件                      資産要件 居住費 食費 

第１段階 預貯金等の合計が、 

・単身で 1,000 万円以下 

・夫婦で 2,000 万円以下 

880 300 生活保護受給者 

世帯全員が市民税非課税である老齢福祉年金受給者 

第２段階 
預貯金等の合計が、 

・単身で 650 万円以下 

・夫婦で 1,650 万円以下 

880 390 
世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の合計 

所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入金額の

合計が８２.６５万円以下 

第３段階① 
預貯金等の合計が、 

・単身で 550 万円以下 

・夫婦で 1,550 万円以下 

1,370 650 
世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の合計 

所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入金額の

合計が８２.６５万円～超１２０万円以下 

第３段階② 
預貯金等の合計が、 

・単身で 500 万円以下 

・夫婦で 1,500 万円以下 

1,370 1,360 
世帯全員が市民税非課税で、本人のその他の合計 

所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入金額の

合計が１２０万円超 

＊上記の金額に、介護保険自己負担分を加えた額が、お支払いの総額となります。 
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（２）法定外給付 

区   分 利   用   料 

居住費 

・居室料（約１０畳程度の個室）と、その居室内でご使用になる

電気、水道等の水光熱費に相当する費用２，０６６円／日をお

支払いいただきます。 

但し、ご入居者のご負担額は、ホームとの契約により決定しま

す。 

食費 

・１，６５０円／日をお支払いいただきます。 

但し、食事をキャンセルされる場合は６日前までにお申し出く

ださい。それ以降にお申し出の場合は請求いたします。 

理美容サービス 

・カット１,７００円・顔そり１,０００円・パーマ６,０００円 

実費相当業者の出張サービスです。ご希望に応じてご利用いた

だけます。 

※サービス内容を細分化している場合（洗顔、洗髪、顔そり、カ

ット等）は、項目毎に金額を定めてあります。 

日常生活品の購入 

代行サービス 

購入依頼のあった品物を購入するのに要した金額の実費。 

（オムツ代は必要ございません） 

 

１ヵ月（３０日）あたりの１割自己負担総額（食費・居住費含む） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

第１段階 35,400円 35,400円 35,400円 35,400円 35,400円 

第２段階 66,720円 69,360円 72,120円 74,820円 77,400円 

第３段階① 89,220円 91,860円 94,620円 97,320円 99,900円 

第３段階② 110,520円 113,160円 115,920円 118,620円 121,200円 

第４段階 140,100円 142,740円 145,500円 148,200円 150,780円 

 

（３）利用者の選定により提供するもの 

区   分 利   用   料 

日常生活に要する費用で

利用者に負担いただくこ

とが適当であるもの 

・日常生活品の代行購入代金 

・レクリエーション費用 

・サークル活動費用 

 


